
奈良県吹奏楽連盟規約 
 

第１条 〔名称と所在地〕 

本連盟は奈良県吹奏楽連盟と称し、本部を朝日新聞奈良総局に置く。 

第２条 〔組織〕 

（１） 本連盟は奈良県下の吹奏楽演奏団体をもって組織し、一般社団法人全日本吹奏楽連盟に加盟し、 

関西支部に属する。 

（２） 本連盟に、小学生部会、中学生部会、高等学校部会、大学部会、職場・一般部会を設ける。 

第３条 〔目的〕 

本連盟は吹奏楽を通じて情操を涵養し、併せて相互の親睦と技術の向上を図るを目的とする。 

第４条 〔事業〕 

本連盟は目的達成のため次の事業を行う。 

（１）演奏会  （２）コンク－ル  （３）研修会  （４）講習会  （５）マ－チング  （６）その他必要な事業 

第５条 〔理事〕 

本連盟加盟団体の代表者、並びに常任理事会で推薦する学識経験者をもって理事とする。  

第６条 〔役員〕 

（１） 本連盟に次の役員を置き、連盟の運営と事務を処理する。役員の任期は２ケ年とし、再任を妨げない。 

会   長   理事会（総会）で推薦する。 

副 会 長   中学生、高等学校の部会長及び朝日新聞奈良総局長をもってあて、理事会（総会）で 推薦する。 

理 事 長   理事の中から互選する。 

副理事長   常任理事会で推薦する者をもってあてる。 

常任理事   各部会の部長と各委員会の委員長、並びに各部会より選出された理事、常任理事会で推薦する

学識経験者をもってあて、理事会の承認を受ける。 

事務局長    常任理事会で理事の中から推薦する。 

事務局次長  常任理事会で理事の中から推薦する。 

（２） 本連盟に名誉会長・顧問・参与を置くことができる。 

（３） 各部会には、部長・部会事務局・運営委員を置く。部会人事については、各部会で推薦された理事をもってあてる。 

任期は２ケ年とし、再任を妨げない。 

（４） 第４条の事業達成に関わる各委員会を設ける。各委員会には、委員長及び運営委員を置く。任期は２ケ年とし、再任

を妨げない。委員長については、常任理事または常任理事会で推薦する学識経験者をもってあて、理事会の承認を

受ける。 

第７条 〔事務局〕 

本連盟の事務局は、事務局長・事務局次長・事務局員をもって構成する。 

第８条 〔会議〕 

本連盟には次の会議を設ける。 

（１） 理事会(総会)   第５条に定める理事による会議。理事長が召集し、年１回通常総会を開催する。必要に応じて、臨時

総会を行う。ただし、不測の事態により総会が開催出来ない場合は、常任理事会をもって総会とす

ることが出来る。 

（２） 常任理事会    会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・事務局が出席し、原則として２ヶ月に１回開催する。 

（３） 部会          各部会事業の運営にあたる。 

（４） 委員会        第４条の事業達成のために必要な委員会を設け、各事業の運営にあたる。  

（５） 事務局会議    事務局長・事務局次長による会議。必要に応じて、理事長・副理事長が出席する。 

第９条  〔会費〕 

        本連盟の入会金は２,０００円とし、会費は１団体年額１０,０００ 円 とする。  

第 10条 〔会計〕 

         本連盟の会計は会費・補助金・寄付金等をもってあてる。 会計年度は、毎年４月１日から翌年３月末日までとする。 

第 11条 〔規約の改正〕 

         本規約の改正は理事会の決議をもって行う。 

 
‘９２（平成 ４) 年 ６月２０日 改正 

‘９５（平成 ７) 年 ５月 ６日 改正 

‘９７（平成 ９) 年 ４月２６日 改正 

‘９８（平成１０) 年 ４月２５日 改正 

‘０４（平成１６) 年 ４月１８日 改正 

‘０７（平成１９) 年 ４月２１日 改正 

‘１１（平成２３) 年 ４月２５日 改正 

‘１３（平成２５) 年 ４月２０日 改正 

‘１９（令和 元) 年 ６月２２日 改正 

‘２０（令和 ２) 年 ４月１８日 改正 

‘２３（令和 ５) 年 ４月２２日 改正 


